
政
府
は
先
ご
ろ
、
令
和
3

年
版

の
少
子
化
社
会
対
策
白
書
を
決
定

し
た
。
菅
政
権
は
、
安
倍
前
政
権

に
引
き
続
き
、
少
子
化
対
策
を
政

権
の
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
て
い

る
。
２
０
２
０
年
５
月
に
は
「
希

望
出
生
率
1

．
8

」
を
実
現
す
る

た
め
の
第
４
次
と
な
る
新
た
な

「
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
」
を
閣

議
決
定
し
て
お
り
、
結
婚
・
子
育

て
世
代
、
子
育
て
家
庭
、
地
域
社

会
、
科
学
技
術
の
成
果
の
活
用
な

ど
総
合
的
な
対
策
を
講
じ
、
実
効

性
を
確
保
す
る
た
め
、
施
策
の
進

捗
状
況
等
を
検
証
・
評
価
す
る
体

制
を
構
築
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク

ル
を
適
切
に
回
す
こ
と
と
し
た
。

現
在
、
不
妊
の
検
査
や
治
療
を

受
け
た
こ
と
が
あ
る
夫
婦
は
約

5

．
5

組
に
一
組
で
、
２
０
１
８

年
に
日
本
国
内
で
体
外
受
精
・
顕

微
授
精
に
よ
り
生
ま
れ
た
出
生
児

は
５
万
６
９
７
９
人
だ
っ
た
。
不

妊
は
身
近
な
問
題
で
、
少
子
化
対

策
と
し
て
不
妊
治
療
に
関
す
る
経

済
的
負
担
の
軽
減
が
重
要
な
課
題

と
な
っ
て
い
る
。
菅
首
相
も
通
常

国
会
で
の
施
政
方
針
演
説
で
、

「
年
間
で
5

万
7

千
人
の
お
子
さ

ん
が
、
不
妊
治
療
に
よ
り
生
ま
れ

て
い
る
。
子
ど
も
が
欲
し
い
と
願

い
治
療
を
続
け
る
皆
さ
ん
に
寄
り

添
い
、
不
妊
治
療
の
保
険
適
用

を
、
来
年
４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
、
男
性
も
対
象
に
す
る
。
そ
れ

ま
で
の
間
は
、
現
行
の
助
成
制
度

の
所
得
制
限
を
撤
廃
す
る
と
と
も

に
、
２
回
目
以
降
の
助
成
額
を
倍

に
し
、
予
算
成
立
後
、
１
月
１
日

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
実
施
す
る
」
と

述
べ
て
い
た
。
こ
の
菅
首
相
の
方

針
に
沿
っ
て
、
不
妊
治
療
へ
の
保

険
適
用
に
つ
い
て
２
０
２
１
年
度
中
に
詳

取
り
組
ん
で
い
く
」
と
述
べ
て
お

り
、
今
後
、
取
り
組
み
を
加
速
さ

せ
る
方
針
を
示
し
た
。
少
子
化
社

会
対
策
白
書
に
よ
る
と
現
在
、
企

業
の
不
妊
治
療
と
仕
事
の
両
立
支

援
策
と
し
て
は
①
不
妊
治
療
を
受

け
て
い
る
こ
と
を
職
場
に
知
ら
せ

る
こ
と
で
利
用
で
き
る
制
度
②
不

妊
治
療
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
職

場
に
知
ら
せ
ず
に
利
用
で
き
る
制

度
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
と
い
う
。

前
者
の
場
合
は
「
不
妊
治
療
に
特

化
し
た
休
暇
制
度
」
と
「
不
妊
治

療
に
特
化
し
た
休
職
制
度
」
が
あ

り
、
休
暇
の
場
合
は
月
に
１
～
２

日
程
度
が
多
く
、
有
給
の
場
合
も

無
給
の
場
合
も
あ
る
と
い
う
。
休

職
の
場
合
は
、
１
カ
月
か
ら
１
年

程
度
で
、
長
い
ケ
ー
ス
で
２
年
の

休
職
を
可
能
と
す
る
企
業
も
あ
る

と
い
う
。
少
子
化
対
策
は
も
ち
ろ

ん
、
不
妊
治
療
だ
け
で
な
な
い
。
恋
愛

や
結
婚
、
妊
娠
・
出
産
、
子
育
て

な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ー
ジ
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
支
援
を
す
る
こ
と
が
重
要

だ
。
少
子
化
は
、
日
本
が
直
面
し
て
い

る
未
来
へ
の
隘
路
と
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
を
解
決
す
る
こ
と
が
、
日
本
の
将
来

を
決
め
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
。

細
を
決
定
し
、
２
０
２
２
年
度
当
初
か
ら

保
険
適
用
を
実
施
す
る
こ
と
が
決

ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
２
０
０
４

年
度
か
ら
行
っ
て
い
る
不
妊
治
療

の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
、
軽

済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
助
成
事

業
に
つ
い
て
は
、
保
険
適
用
ま
で

の
間
、
大
幅
に
拡
充
す
る
。
２
０
２

０
年
度
第
３
次
補
正
予
算
で
、
２

０
２
１
年
１
月
１
日
以
降
に
終
了

し
た
治
療
に
つ
い
て
所
得
制
限
の

撤
廃
や
助
成
額
の
増
額
な
ど
を
実

施
し
て
い
る
。
不
妊
治
療
は
職
場
・

企
業
の
協
力
が
不
可
欠
と
な
る

が
、
今
回
の
少
子
化
社
会
対
策
白

書
で
は
「
不
妊
治
療
と
仕
事
の
両

立
が
で
き
る
職
場
環
境
整
備
に
取

り
組
む
こ
と
は
、
個
々
の
企
業
に

と
っ
て
も
、
労
働
者
の
離
職
の
防

止
、
社
員
の
安
心
感
や
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
向
上
、
人
材
確
保
な
ど

の
観
点
か
ら
、
大
き
な
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
。
子
供
を
持
ち
た
い
と
切

に
願
う
方
が
、
不
妊
治
療
を
受
け

な
が
ら
、
安
心
し
て
働
き
続
け
ら

れ
る
よ
う
、
引
き
続
き
、
社
会
的

機
運
の
醸
成
や
事
業
主
へ
の
支
援

等
を
通
じ
て
、
不
妊
治
療
を
受
け

や
す
い
職
場
環
境
整
備
の
促
進
に


